
居宅介護支援重要事項説明書 

 

１ 当社が提供するサービスについての相談窓口 

  電話  088-692-8589 

  担当  和泉 芳枝 

   ※ご不明な点は、なんでもお尋ねください。 

 

２ 居宅介護支援センターあいの概要 

（１）居宅介護支援事業者の事業所番号およびサービス提供地域 

事業所名 居宅介護支援センターあい 

所在地 徳島県板野郡藍住町東中富字北傍示４５番地５ 

介護保険事業所番号 ３６７１５０１４７０ 

サービス提供地域 板野郡内全域、徳島市、鳴門市、牟岐町 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２）同事業所の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 社会福祉士 １名   １名 

介護支援専門員 社会福祉士 1 名   1 名 

 

（３）営業時間 

月～金曜日 午前８時３０分～午後５時 

※緊急電話 088-692-8589 

 

 

３ 居宅介護支援の申込から提供までの流れと主な内容 

居宅介護支援事業者に介護サービス計画作成を依頼すると、介護支援専門員が希望や

心身の状況を考慮し、要介護度に応じた介護サービス計画を作成します。 

介護サービス計画に基づいて１割の利用料でサービスが利用できます。 

        

 

当事業所が提供するサービス 

種類 内容 利用料 

要介護認定の

申請代行 

 要介護・要支援認定を受けていない場合、申請に必要

な援助を行います。 

要支援・要介

護認定を受

けられた方

は、無料で

す。 

サービス計画

の作成 

 介護支援専門員を担当者として指定し、サービス目

標・達成時期等を明記した居宅サービス計画の原案を作

成します。 



サービス事業

所の選定・ 

推薦 

 サービス計画の作成に当たってのサービス事業所の選

定については、お客様またはそのご家族の希望を踏まえ

つつ、公正中立に行います。推薦も同様に行います。選

定に際しては、複数の事業所の紹介を求めることが可能

です。また、当事業所をサービス計画に位置づけた理由

を求めることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 情報提供  居宅サービス事業所に関するサービス内容、利用料の

情報を提供します。 

連絡調整 

その他 

 医療・保健等の関連事業者との連絡調整をします。 

 医療との連携強化のため、入院時や退院時は医療機関

への情報提供や情報収集を行います。入院時お客様等か

ら入院先の医療機関に対し、担当介護支援専門員の氏名

等の情報提供をお願いいたします。 

 給付管理票の作成等必要なサービスを提供します。 

 

４ 利用料金 

（１）利用料 

要介護者として認定された方は、介護保険で全額給付されるので自己負担はありませ

ん。 

※保険料の滞納等により、法的代理受領ができなくなった場合、１月当たり要介護度に

応じて下記の料金を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。 

このサービス提供証明書を、後日    市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻し

を受けることができます。 

（２）交通費 

前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお伺いするための交通費の実費が必要となり

ます。 

 

（３）解約料 

お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

まずはお電話でお申し込みください。当社社員がお伺いいたします。 

契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 

 

（２）サービスの終了 

① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

  文書でお申し出があればいつでも解約できます。 



② 当社の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が

ございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともにこの地域の

他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 

③ 自動終了 

  以下の場合は、双方の文書がなくとも、自動的にサービスを終了いたします。 

  ・お客様が介護保険施設に入所等した場合 

  ・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、介護保険の非

該当と認定された場合 

  ・お客様が亡くなられた場合または被保険者資格を喪失されたとき 

④その他 

お客様やご家族の方などが当社や当社の介護支援専門員に対して、本契約を継続し難

いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了

させていただく場合があります。 

 

６ 当社の居宅介護支援の特徴等 

（１）運営の方針 

  ①高齢者の自立支援 

  ②お客様本位の質の高いサービスの提供 

 ③従事者の質の向上 

 

（２）居宅介護支援の実施概要等 

  ケアプラン作成の手法は、居宅サービス計画ガイドラインを採用しています。 

 

７ サービスに関する苦情 

（１）当社のお客様相談・苦情担当 

   ○苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けています。 

☆苦情受付窓口（担当者） 

和泉 芳枝 

受付時間  毎週月曜日～日曜日  ８：３０～１７：００ 

電話番号  ０８８－６９２－８５８９ 

☆徳島県国民健康保険団体連合会  介護保険課 苦情専用 

受付時間  毎週月曜日～金曜日（祝祭日除く）９：００～１７：００ 

電話番号  ０８８－６６５－７２０５ 

☆藍住町役場健康推進課 介護保険室 相談・苦情受付窓口 

受付時間  毎週月曜日～金曜日（祝祭日除く）９：００～１７：００ 

電話番号  ０８８－６３７－３３１１ 

        

 



８ 虐待の防止について 

事業者は、お客様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措 
 
置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (取締役・和泉 岳) 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 

従業者に周知します。 

（6） 虐待の防止のための指針を整備しています。 

(7) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（お客様の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる高齢者等を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

９ 身体的拘束について 

事業者は原則としてお客様に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

おそれがある場合など、お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが

考えられるときは、お客様に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小

限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様

態等についての記録を行います。また事業者として、身体的拘束をなくしていくための

取り組みを積極的に行います。 

(1) 切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体

に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

(2) 非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

(3) 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

10 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１） お客様及びそのご家族様に関する秘密の保持について  



① 事業者は、お客様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をす

る上で知り得たお客様及びそのご家族様の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま

せん。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続

します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得たお客様又はそのご家族様の秘密を保持させる

ため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持する

べき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

（２） 個人情報の保護について 

① 事業者は、お客様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケ

ア会議等において、お客様の個人情報を用いません。また、お客様の家族の個人情報

についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で

お客様の家族の個人情報を用いません。  

② 事業者は、お客様及びそのご家族様に関する個人情報が含まれる記録物（紙による

ものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。  

③ 事業者が管理する情報については、お客様の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際し

て複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

11 身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時またはお客様から提示を 

求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

12 業務継続計画の策定等 

(1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

(2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年 1回以上)に行います。 

(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 



(4)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま 

す。 

13 衛生管理等 

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以

上開催するとともに、その結果について従業者に周知します。 

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理を行います。 

14 事故発生時の対応 

・お客様に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、お客

様のご家族に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。 

 また、お客様に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１２ 当社の概要 

・名称・法人種別    有限会社いずみソーシャル・サポート 

・代表者役職、氏名   代表取締役  和泉 芳枝 

・本社所在地、電話   徳島県板野郡藍住町東中富字敷地傍示５０番地１ 

            ０８８－６９２－８５８９ 

・定款の目的に定める事業 

 １ 介護保険法による居宅介護支援事業 

 ２ 介護保険法による訪問介護事業、通所介護事業 

 ３ その他これに付随する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上記重要事項について、説明を受けました。 

 

事業者名     有限会社いずみソーシャル・サポート 事業所番号 3671501470 

        居宅介護支援センターあい 

住 所   徳島県板野郡藍住町東中富字敷地傍示５０番地１ 

代表者氏名   和泉 芳枝              印 

説明者氏名                      印 

 

上記内容の説明を受け、了承しました。 

     年    月    日 

 

利用者氏名              印 

（代理人氏名              印） 


